
 

健康日本２１（第二次）の推進について 

 

１ 進捗状況の管理 

   健康日本２１（第二次）の目標項目及びその現状値（平成 26年 5月末時

点）について、資料１－３に示した。 

健康日本２１（第二次）に掲げる目標項目について、進捗状況を確認し、

その着実な推進を図る必要であることから、厚生科学審議会地域保健健康増

進部会に「健康日本２１（第二次）推進専門委員会（仮称）」を設置するこ

とを検討。 
  

 

２ 普及の促進 

平成 25年度からの健康日本２１（第二次）の開始に際して、厚生労働

省ホームページにおいて、健康日本２１（第二次）に関する大臣告示や局

長通知、参考資料（全文）を掲載するとともに、普及啓発用のスライドと

して作成したパワーポイントもあわせて公表するなど、掲載情報の充実を

図った（資料１－４参照、アクセス件数は 26年 4月末現在 711,356 件）。 

 

（参考）省内の推進体制 

健康づくりの推進においては、部局横断的な連携が求められることから、

健康づくり全般を総合的に推進するため、平成 25年 9月 13日に、省内に

健康づくり推進本部（本部長：厚生労働大臣）を設置し、同月 18日に、

第１回推進本部を開催。平成 26年 4月までに３回開催し、高齢者への介

護予防等の推進など５つのワーキングチームで検討を行い、計画的に取組

を進めていくこととした（資料１－５参照）。 

 

 

 

 

資料１－１ 

 


